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［Abstract］ 

The advantage of convergence of telecommunication and broadcasting is easily understood by both content users, and content 
producers. However, it is taking a long time discussing about convergence of telecommunications and broadcasting, and still 
permanent image is not concrete yet. In order to accelerate the penetration of this type of new service, it is necessary to prepare 
communication platform which will be the basis of the development for various new application service. It is known that, by 
changing telecommunication and broadcasting balance, optimal distribution balance was derived to maximizing user 
satisfaction. Therefore cross-media communication platform is very important to helping development of user satisfied 
application service. To achieve this goal, we defined 4level communication architecture and transition model as well. Usually 
all the system was vertically integrated (Level 0), and now NGN was introduced and internal communication architecture has 
changed to horizontal layered architecture which is Level 2, some of the individual platform will be available at this level. And 
finally at Level 3 (Open-platform) environment, all the individual platforms will be inter-connected and looks as if one virtually 
integrated platform will be available in near future. In order to get higher international competitiveness, we need to accelerate 
this transition by deregulation of telecommunication law and delivering open-platform environment earlier. 
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１． はじめに 

 

我が国においては、高速通信インフラが整備され、100Mbps クラスの超高速ブロードバンドが各家庭に普及し

つつある[19]。放送環境に関しては、2011年7月にはデジタル化が完了する予定であり、デジタル化という面に

おいては、通信と放送が融合する環境は整ってきたといえる。また制度面の整備に関する議論も行われている。 

融合サービスについては、通信、放送それぞれの立場からではあるが、いくつかのサービスが開始され、市場

で広がりつつある。しかしながら、いまだ両者を最適に使ったサービスは数少ないのが現状である。 

また通信・放送の両者を最適に使えば、単体で使うよりは、より高いユーザ満足度が得られることが、われわ

れの以前の研究で分かっている[11]。そのような通信・放送融合型のアプリケーションやサービスの開発が期待

されるが、そのためには、そのような開発をサポートし、促進するための通信プラットフォーム形成が望まれる。 

また、一方で、アップル社に代表される企業が開始した、ハードウエア提供者としての立場だけでなく、ハー

ドウエアとサービスをネットワークを介して有機的に結び付け、一貫したユーザ体験を創出するバーチャル垂直

統合型1ともいうべきビジネスモデルが成功モデルとして脚光を浴びている。しばらくはこのようなビジネスモデ

ルを多様な事業者に横展開し易くすることも重要であるが、それと同時に、いち早く、その先の次世代ビジネス

モデル開発に誘導・先導していくことが重要と考える。 

以上のようなビジネスモデルの進化に対応するため、通信・放送・固定・移動のデジタルコンバージェンス時

代の最先端でオープンな通信プラットフォームを市場に提供することが必要となる。そのような環境を提供でき

れば、多くの事業者が、魅力的なサービスを発想、開発、実験、発信、事業化する場を提供でき、ICT 産業の活

性化が期待できる。 

                                                     
1 小川は、ネットワークを通して垂直統合するモデルを、従来の１社で全て保有するフルセット型垂直統合モデ

ルと区別して、ネットワーク垂直統合或いはバーチャル統合と呼んでいる[4]。本稿では、バーチャル垂直統合モ

デルに統一する。
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通信・放送の融合の議論に関してのアプローチの方法論に関しては、｢技術論的アプローチ｣、｢制度政策論的ア

プローチ｣、｢文化論的アプローチ｣[7]などの手法があると思われる。本研究においては、｢技術論的アプローチ｣

と｢政策論的アプローチ｣による分析を行うのであるが、それを、上位のコンテンツ・サービス層も含め、現在起

こりつつある、社会（ビジネス）の動きとユーザ側の視点も踏まえた議論にすることにより、｢ビジネス論的アプ

ローチ｣も含めた研究となっている。 

放送ビジネスは今まで垂直統合型ビジネスとして繁栄してきた、また通信ビジネスはモジュール化や水平展開

の概念に親和性が高いと考えられる。大きくとらえると、通信・放送の融合とは、その相容れない２者の融合と

とらえることも出来る。こういった産業界全体の動きを捉え、1980年代末からは総務省を中心に、通信・放送融

合に関する懇談会が開始され、放送・通信融合後のモデルもオープン化・モジュール化の方向に向けて検討され

てきている。 

藤本によると、自動車産業等に代表される、垂直統合型、すり合わせビジネスと違い、インターネットなどの

情報通信産業の製品は、本来的にオープン化、モジュールの設計思想のアーキテクチャの製品であるとしている

[3]。 

また、国領は、米国型のモジュール化は良いけれど、その欠点を日本型の調整により克服していくことも必要

となる。つまり、明示的なアーキテクチャを社会的に共有し、多様な主体の下でアーキテクチャそのものをダイ

ナミックに進化させることである、これによりモジュール化のメリットを生かしつつ、全体システムをより柔軟

で無駄の無いものとすることが出来るとしている[2]。 

さらに、公文は、｢共の原理｣に立脚した様々な智民アクティビティのローカルな発揮を奨励すべきであり、ま

た様々な自己組織システム間に起こる相互作用を可能な限り正確にモデル化しシミュレーションを行って生じう

る事態についての事前の検討を試みておくことも必要となるとしている[1]。 

上記のように、通信プラットフォームのアーキテクチャを早期に提示し、｢共の原理｣に立脚した、様々な智民

のアイデアによって進化させていくことが重要であると考えられる。 

本論文では、通信・放送融合環境下における、ビジネスモデルの進化と通信プラットフォームのアーキテクチ

ャの進化を関連付けながら、オープンプラットフォームの必要性と妥当性の検証を行い、その上で、オープンプ

ラットフォームアーキテクチャの提示（例示）を行った。 

２章では先行研究のまとめを行い、３章においては通信・放送の融合実現のために必要な法整備の議論の経緯

と現状の整理を行っている。また４章、５章においては現在進行中の融合サービスに関して、それぞれ放送側か

らのアプローチと通信側からのアプローチに関して述べている。６章においては、そのような融合サービスの最

適化について述べている。７章ではビジネスモデルの進化と通信プラットフォームの進化を関連付けながら、オ

ープンプラットフォームの必要性と妥当性の検証をしている。８章は以上の議論に基づき必要とされるオープン

型プラットフォームの提案であり、９章はまとめである。 

 

２．放送・通信融合、ビジネスモデル、プラットフォームに関する先行研究 

 

 通信・放送融合に関して政策面での議論を中心にしたもの、あるいは技術的なアプローチなどに関した個別の

研究例は以下に示すようにいくつか存在する。またプラットフォームに関する議論はビジネスモデルの議論の中

で検討されている例がいくつか散見される。しかしながら通信・放送の政策面での議論、融合技術、ビジネスモ

デルを含め、総合的に通信プラットフォームに関して研究を行った例はないと思われる。 

（１） 法制度、政策面に関する研究 

依田・根岸・林は、ブロードバンド市場の分析を通して、NGN(Next Generation Network、以下 NGN)時代にお

いては、もはや伝送路の技術をもって、通信と放送を区別すべき理由はなくなる。日本のブロードバンドは世界

の先頭を走るが、ハード面に偏った話である。その上を流れるコンテンツ・アプリケーションが質量ともに豊富

であってこそ、消費者利便性、社会的便益が発生する。そのためのプラットフォーム機能が使いやすいものであ

る必要があると述べている[8]。 

中村伊知哉は、強いポップカルチャーを持つ日本であるが、現在の日本の社会システムではコンテンツ流通の

インフラである放送や通信の規制が複雑に絡み合いスムーズな流通ができない。それを解消するために、法体系

をシンプルに一本化し、コンテンツやサービスプロバイダが規制に縛られることなく、自由に新たな融合サービ

スの開発やコンテンツ製作を行うことができるような法体系にすることが必要であるとしている[6]。 

豊嶋は、通信と放送の融合法制に関しての経緯の概観を行い、融合・連携を情報通信の一般的な形とし、事業

参入への柔軟・迅速な対応ができるような体系に変えようしているのが、近年の法体系の変更の目的である。こ
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れは、これから始まるクラウド時代においては、ネットワークの所有と利用の分離・一致が自由になることで、

事業展開が多様化するという面で、放送分野におけるソフト・ハードの分離・一致を自由にしようという、今回

の見直しの方向性に合致するものであり、ビジネスの多様化が期待できるとしている[9]。 

（２）通信、放送技術に関する研究 

亀山らは、技術面では放送のデジタル化により、コンテンツ配信における伝送路の区別は意味がなくなりつつ

あり、通信・放送の融合が進むとしている。その上で、融合技術として、メタデータ、IPTV、DRM（著作権保護技

術）などが今後重要になるとしている[17]。 

三代沢・亀山は、通信・放送融合配信システムのモデル化を行い、それをユーザ便益モデルに適用し、シミュ

レーションを行っている。その結果、ユーザ便益を最大化する通信・放送配信バランスが存在し、最適バランス

を導き出せるとしている[11]。 

（３）ビジネスモデル、プラットフォーム 

小川は、デジタル化により多くの製品アーキテクチャがモジュラー型になりつつある中、早期の製品普及と利

益確保を両立する、日本型イノベーションシステムを提案している。高付加価値部分をブラックボックス化し、

さらにプラットフォーム的に拡大し、また同時に外部に公開することにより、オープン環境において早期の普及

を図りながら、その外部インターフェースの相互依存性を作ることによって、市場支配力を強化する戦略が効果

的だとしている[4]。 

妹尾は、日本の国際競争力は年々低下している。技術力は依然として高レベルであるがその使い方に問題があ

り、利益創出に結び付いていない。このような危機感から、技術開発とイノベーションは同一ではないこと、イ

ノベーションは事業起点発想に変わってきていることをあげている。例として、インテル型、アップル型の分析

を通して、イノベーションモデル自体の先を見通したシナリオを描き、イノベーションのイニシアチブをとって

いくことが必要であると説いている。具合的には、「標準化」と｢プラットフォーム化｣を巧みに、戦略的に使って

いくことが重要だとしている[5]。 

以上のように、個別の研究例はあるが、総合的に通信プラットフォームに関して研究した例はない。 

 

３．通信・放送融合のための法体系改革 

 

 通信と放送の両者がデジタル化されデジタル製品が広く家庭に普及したとしても、それによって、ただちにメ

ディア間の融合をもたらすわけではない。社会におけるメディアは何らかの法体系のもとにおかれていて、その

規制を受けている。今まで、通信と放送それぞれで、別々の法体系が形成されてきた。そのため、融合サービス

が実施可能となるためには、従来からある法体系に対して、修正、変更が加えられ、合法的なサービスとして実

施される必要がある。そのため、制度・政策の整備を行うことは同時に必要になってくる。 

日本においては、1988 年に通信衛星を契機に通信・放送の融合に関する議論が始まった。当時の郵政省の｢通

信と放送の境界領域的サービスに関する研究会｣において1989年に報告書がまとめられている。通信と放送の融

合に関する議論のさきがけと位置づけられる。また、1994年から開催された郵政省の｢21世紀に向けた通信・放

送の融合に関する懇談会｣で通信と放送の融合に関して初めて包括的な議論がなされた。2000年に入ると｢ＩＴ基

本戦略｣が決定し、世界最先端のＩＴ国家となることを目標として掲げ、｢e-Japan戦略｣、｢e-Japan重点計画｣が

策定された。また、内容的には IT の基盤整備の議論から、IT による社会構造改革の方向に議論が進んできてい

る[9]。 

（１）竹中平蔵総務大臣主催の｢通信・放送のあり方に関する懇談会｣ [12]とそれを受けた「通信・放送の総合的

な法体系に関する研究会」[21]の議論 

2006年に入り、竹中平蔵総務大臣主催の｢通信・放送のあり方に関する懇談会｣の議論では、一般利用者、国際

競争力、ソフトパワーの強化の3つの視点から通信・放送のあり方を再検討し、通信・放送の法体系についても｢新

たな事業形態の事業者が伝送路の多様化等に柔軟に対応して、利用者のニーズに応じた多様なサービスを提供で

きるよう、伝送・プラットフォーム（サービス）・コンテンツといったレイヤー区分に対応した法体系とすべきで

ある｣とし、通信だけでなく放送も含めた｢レイヤー｣区分による横割りの法体系への移行を表明した。 

同年9月に総務省は｢通信・放送分野の改革に関する工程プログラム｣を発表、通信と放送に関する総合的な法

体系について検討し、2010年の通常国会に法案提出を目指すことが明記された。 

 これを受けた、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」による報告では、通信・放送制度の基本理念と

して、「情報の自由な流通」「すべての国民が情報通信技術の恩恵を受けられる」「情報通信ネットワークの安全性・

信頼性の確保」をあげている。さらに「良質のコンテンツを流通させ、高度な伝送インフラを効率的、効果的に
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運用する視点から、産業構造の変化に即したレイヤー型法体系に転換することが、融合・連携に積極的に対応し、

競争の促進を通じて情報通信産業におけるイノベーションの進展につながる」としている。そして、具体的には

図1に示すように、「コンテンツ」「プラットフォーム」「伝送インフラ」の3レイヤーを機軸として、レイヤーご

とに出来るだけ法律を集約し、可能なかぎり大くくり化し「情報通信法（仮称）」として一本化を目指すべきとし

た。 

図-1 「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」による通信放送法制の抜本的再編案[21] 

  

 現在の法律の問題点として、図1に示すように、①放送関連で4本、通信事業関連で3本、伝送設備関連で2

本の法律がそれぞれ存在し、②通信業務用の無線局は放送用に使えず、放送用の無線局は通信業務用に使えない、

③有線放送電話について、他の通信サービスと異なる参入規制、技術基準等を適用している、④放送中止事故が

発生しているにもかかわらず、これに対応する規律がない、⑤放送の中でも、｢施設の設置(ハード)｣と｢放送の業

務(ソフト)｣を一事業者で行うこととされている放送と、複数事業者で分担して行うこととされている放送があり、

放送事業者からすれば、経営の選択肢が無い等の点が指摘されている。 

図-2放送分野におけるハード/ソフトの分離の体系[9] 

（日経コミュニケーション、｢情報通信法の核心（第2回）｣（2008年10月15日号）より引用） 

 

現在の放送分野における法体系をみると、図2のように縦割り規律になっていて、さらに、ハード/ソフトの一

致分離の考え方がメディアによって違う。地上テレビ・ラジオに関してはコンテンツレイヤーと伝送レイヤーを

合わせて持つ、ハード／ソフトの一致が原則とされている。また衛星放送に関しては、ＢＳ放送と110度ＣＳ放

送ネットワークの使用には受委託放送制度が適用されていて、委託事業者がソフト側で、受託事業者がハード側

という形でソフト／ハードが分離されている。また110度ＣＳ放送以外のＣＳ放送には電気通信役務法が適用さ

44

通信 ・放送融合環境下における通信プラットフォームに関する考察
A study on Communication Platform in Telecommunication and Broadcasting Convergence

情報社会学会誌 Vol.5  No.3　研究ノート


